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※凡例・用語 

   

花巻市耐震改修促進計画に 

おける表記 
内 容 

耐 震 改 修 促 進 法 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成 7 年法律第 123

号) 

耐 震 性 有 り 耐震性の基準を満たす建築物 

耐 震 化 耐震性がない建築物について、耐震改修等を行い、耐震性の

基準を満たす建築物とすること 

耐 震 化 率 住宅及び建築物の総数に対して、耐震性が有る建築物の割合 

耐 震 診 断 地震に対する安全性を評価すること 

耐 震 改 修 地震に対する安全性の向上を目的として、耐震性能を向上さ

せる改修工事を行うこと 

多 数 の 者 が 利 用 す る 

建 築 物 

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令（平成７年政令

第429号）第６条第２項に規定する規模以上の建築物（建築物

の用途に応じて、階数３以上及び床面積1,000㎡以上等。６ペ

ージ参照） 

旧 耐 震 基 準 昭和56年５月31日以前に着工した建築物に適用されていた、

地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命

令若しくは条例の規定による基準 

新 耐 震 基 準 昭和56年６月１日以後に着工した建築物に適用される、地震

に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若

しくは条例の規定による基準 

特 定 既 存 耐 震 不 適 格 

建 築 物 

多数の者が利用する建築物であって旧耐震基準の適用を受

けるもののうち、いわゆる「既存不適格」の建築物で建築物

の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号）第14

条第１号の規定の適用を受けている建築物 

既 存 耐 震 不 適 格 

建 築 物 

地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命

令若しくは条例の規定に適合しない建築物で同法第３条第

２項の規定の適用を受けている建築物 

要緊急安全確認大規模 

建 築 物 

建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成7年法律第123

号）附則第３条第１項に規定する建築物で同法施行令（平成

７年政令第429号）附則第２条第１項に規定する規模以上の

もの（建築物の用途に応じて、階数３以上及び床面積5,000㎡

以上等。６ページ参照） 

花巻市住宅耐震化緊急促進 

アクションプログラム 

住宅の耐震化に係る取組を位置付け、その進捗状況を把握・

評価・公表し、住宅の耐震化を強力に推進する実施計画 
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第１ 計画の概要 
１ 計画の目的 

    この計画は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第 123 号。以下「耐

震改修促進法」という。）第６条第１項及び花巻市地域防災計画に基づき、本市の建築物の

耐震診断や耐震改修の促進を図ることを目的として策定する。 

 

２ 計画の期間 

    令和８年度から令和 12 年度までの５年間とし、必要に応じて見直しを図るものとする。 

 

 

第２ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 
１ 想定される地震の規模、被害の状況 

岩手県がこれまで行った地震被害調査等によれば、日本海溝（三陸・日高沖）モデル、

東北地方太平洋沖地震では、全市町村において、震度５弱から震度６強の強い揺れが想定

されている。 

このうち「岩手県地震・津波被害想定調査報告書」（令和４年９月）による日本海溝（三

陸・日高沖）モデルの地震想定では、本市において最大震度６強、建物被害（全壊棟数）は

９７棟と想定されている。 

 

２ 耐震化の目標等 

（１）住宅 
① 耐震化の現状（令和７年度） 

約３５，６８４のうち２８，５５１戸（８０％）が耐震性有りと推計されている。 

  ② 耐震化の目標（令和 12 年度） 

耐震化率を８３％とすることを目標とする。 

③ 耐震診断の目標 

令和８年度から令和 12 年度までに５０戸の耐震診断が実施されることを目標とす

る。 

 

住宅の耐震化の目標                        （単位：戸） 

 

区 分 

 

総 数 

 

Ａ 

  

耐震化率 

 

Ｅ (C+D)/A 

旧耐震基準に 

よる建築物  

Ｂ 

 新耐震基準に 

よる建築物 

Ｄ (A-B) 

耐震性有

り 

Ｃ 

現状  ※推計値 

 （令和７年度） 
３５，６８４ ７，６０２ ４６９ ２８，０８２ ８０％ 

目標値 

（令和 12年度） 
３６，４２９ ６，６１７ ４７４ ２９，８１２ ８３％ 
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（２）市所有建築物 
耐震化の現状値及び目標値は次の規模要件を満たす建築物を対象とする。 

・小学校、中学校 階数２以上及び１０００㎡以上 

・市営住宅、庁舎 階数３以上及び１０００㎡以上 

 

 耐震化の現状（令和７年度） 

・市営住宅 

耐震化率１００％（対象１６棟） 

     ・学校 

耐震化率１００％（対象８７棟） 

     ・庁舎 

耐震化率１００％（対象５棟） 

     ・その他（耐震改修促進法施行令第６条の規模以上の建築物） 

耐震化率１００％（対象２０棟） 

 

（３）要緊急安全確認大規模建築物 
（耐震改修促進法附則第３条第１項に定める大規模建築物：病院、店舗、旅館等の不特

定多数が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大

規模なもの） 

① 民間建築物の耐震改修の現状(令和７年度) 

耐震化率１００％（対象４棟、耐震改修済み３棟、用途廃止１棟） 

 

②  市所有建築物の耐震改修の現状（令和７年度） 

耐震化率１００％（対象１６棟） 

第３ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 
１ 耐震診断・耐震改修に係る基本的な取組方針 

（１）役割分担の考え方 
   ① 住宅・建築物の所有者等の役割 

住宅・建築物の耐震化の促進のためには、住宅・建築物の所有者等が地域防災対策

を自らの問題、地域の問題として意識して取り組む必要がある。 

② 市の役割 

・住宅・建築物の所有者等が耐震診断・耐震改修に取り組むように、所有者等への働

きかけを行う。 

     ・住宅・建築物の所有者等が耐震診断・耐震改修を行いやすい環境の整備や耐震診断・

耐震改修に係る所有者等の負担軽減のための事業主体として、県及び関係団体と連携

して事業を推進するものとする。 

     ・市所有建築物は防災対策上重要な位置づけにあることが多く、また、市所有建築物

の耐震化に対する積極的な取り組みが普及啓発の観点からも重要であることから、順

次耐震診断を進め、必要に応じ耐震改修を行う。 

 

２ 市が取り組む具体的施策の方向 

（１）市所有建築物の耐震診断・改修 
市所有建築物のうち、学校、庁舎は耐震化率が 100%であるため引き続き、適切な維持

管理を行う。その他の建築物においては、地震発生時に避難場所や防災活動の拠点とな

る建築物については、個々の立地状況や今後の建て替え予定の有無等を勘案しながら、
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耐震診断や耐震改修を進める。 

     学校……耐震化率が 100％であるが、特に体育館等が災害時の避難場所として指定さ

れている場合が多いことから、引き続き適切な維持管理を行う。 

     庁舎……本庁舎及び新館、各総合支所とも、耐震補強工事や新築のために現行の耐震

基準を満たしている。庁舎は災害時の拠点施設として重要な役割を担うことか

ら、災害時の拠点機能の確保を図る。 

 

（２）民間建築物に対する耐震診断・耐震改修のための支援策 
   ① 木造住宅 

一定の条件を満たす木造住宅に対して、国及び県の補助事業を活用し、市の予算の

範囲内で、別途定める要綱等により耐震診断・耐震改修の助成を行う。 

 

耐震診断の実績及び計画戸数（木造住宅） 

年度 
令和３年度～令和７年度 

（実績） 

令和８年～令和 12年度 

（計画） 

戸数 ４８戸 ５０戸 

耐震改修の実績及び計画戸数（木造住宅） 

年度 
令和３年度～令和７年度 

（実績） 

令和８年～令和 12年度 

（計画） 

戸数 ２戸 ５戸 

 

③  住宅耐震化緊急促進アクションプログラム 

     住宅の耐震化をより一層推進していくため、花巻市住宅耐震化緊急促進アクションプ

ログラム（以下「アクションプログラム」という。）を策定し、毎年度、耐震化促進事

業の具体的取り組みと支援目標を設定し、その実施・達成状況を把握、検証、公表し

対策を進める。 

③ ブロック塀等 

      一定の条件を満たすブロック塀等（組積造の塀（補強コンクリートブロック造の塀

を含む。）以下、「ブロック塀等」という。）の所有者等に対して、国及び県の補助制度

を活用し、市の予算の範囲内で別途定める要綱等により、ブロック塀等の耐震診断、

耐震改修、除却及び建替え費について助成を行う。 

ブロック塀等の安全確保に関する事業の対象となる道路は、通学路、緊急輸送道路

及び避難者が安全に避難地（地域防災計画における指定緊急避難場所及び指定避難所）

に到達できる道路とする。 

 

（３）安心して耐震診断・耐震改修を行うための環境整備 
     アクションプログラムに基づき、住民が安心して耐震改修を行うことができるよう、

耐震改修の技術を有する事業者（いわて木造住宅耐震改修事業者登録制度の登録者など）

の情報提供を行う。 

また、耐震補強工事助成事業についての概要を紹介するなどの支援に努める。 

 

（４）耐震対策推進に向けた建築関係団体や住民組織等との連携による普及・啓発 
① 耐震対策推進に向けた組織づくり 

県や市、建築関係団体等からなる耐震対策推進のための組織づくりに参加し、普及・
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啓発を行う。 

② 住民への情報提供・耐震対策の普及・啓発事業の実施 

アクションプログラムに基づき、広報紙や市ホームページなどを通じて、住民、所

有者及び利用者に、耐震診断や耐震改修の重要性等の情報提供を行う。 

④  地域全体の耐震化に向けた意識啓発 

自主防災組織の結成に向けた説明会などの機会を活用して普及啓発事業を行い、地

域全体の耐震性を向上させるため、住民主体の「防災まちづくり」の機運を醸成する。 

 

（５）地震時の建築物の総合的な安全対策の推進 
    家具の転倒防止対策 

耐震化が実施された建築物であっても、家具等の転倒防止対策が十分ではない場合、

地震が発生した際に死傷者がでるおそれがあるだけではなく、様々な活動に支障がでる

可能性があることから、安全対策についての取り組みを推進する。 

 

第４ 耐震改修促進法による指導等の方針 
 

１ 指導等の基本的な考え方 

耐震改修等が必要となる可能性がある建築物は、基本的には旧耐震基準により建築されたも

のである。既存耐震不適格建築物については、規模・用途等を踏まえ、耐震化の緊急性が高い

順に分類し、その区分ごとに岩手県と密接な連携を図りながら指導等を行う。 

 

２ 対象建築物の区分 

指導等の基本的な考え方を踏まえ、以下の３区分に分類して指導等を行う。 

 

① 重点的対応建築物（特定既存耐震不適格建築物等のうち、耐震改修促進法による指示の

対象となりうる規模のもの（建築物の用途により2,000 ㎡以上等のもの（６ページ参照））） 

② 一般対応建築物（特定既存耐震不適格建築物等のうち、①以外のもの） 

③ それ以外の建築物（既存耐震不適格建築物で、①、②以外のもの） 

 

３ 指導等の方針 

（１）重点的対応建築物への対応 
所有者・管理者に対し、耐震診断及び耐震改修を進めるよう現地指導を行う。 

なお、現地指導については、毎年９月・３月に建築物防災週間の期間を活用して、岩手

県と協力しながら集中的に実施する。 

 

（２）一般対応建築物への対応 
重点的対応建築物以外の建築物についても、耐震診断及び耐震改修の必要性は高いため、

必要に応じて岩手県と協力しながら指導を行う。 

 

（３）それ以外の建築物への対応 
状況に応じ、岩手県と協力しながら所有者に対し指導を行う。 

 

第５ その他建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項 
１ 関係団体との連携強化 
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県、市町村及び関係団体等により構成する「岩手県耐震改修促進協議会」と連携を図り

ながら、耐震診断や耐震改修の普及・啓発に係る協力、情報交換等を行い、計画の円滑な

実施を図る。 

 

２ 民間が所有する特定既存耐震不適格建築物について 

民間が所有する特定既存耐震不適格建築物については、所管行政庁である岩手県が特定

建築物の所有者に対し、指導や助言のほか保安上必要な措置をとることなどの勧告や命令

を実施することから、市は県と連携し耐震化の促進を図る。 
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資料１ 多数の者が利用する建築物（耐震改修促進法第１４条、施行令第６条及び第８条） 

用途 

所管行政庁の 

指導・助言対象建築物の要件 

（②一般対応建築物） 

所管行政庁の 

指示対象建築物の要件 

(①重点的対応建築物） 

要緊急安全確認大規模建築

物の要件 

（耐震診断義務化建築物） 

学

校 

小学校、中学校、中等教育

学校の前期課程、盲学校、

聾学校もしくは養護学校 

階数２以上及び 1,000 ㎡以上 

*屋内運動場の面積を含む 

階数２以上及び 1,500 ㎡以上 

*屋内運動場の面積を含む 

階数２以上及び 3,000 ㎡以上 

*屋内運動場の面積を含む 

上記以外の学校 階数１以上及び 1,000 ㎡以上 ― ― 

体育館（一般公共の用に供される

もの） 
階数１以上及び 1,000 ㎡以上 階数１以上及び 2,000 ㎡以上 階数１以上及び 5,000 ㎡以上 

ボーリング場、スケート場、水泳場

その他これらに類する運動施設 

階数３以上及び 1,000 ㎡以上 

階数３以上及び 2,000 ㎡以上 階数３以上及び 5,000 ㎡以上 
病院、診療所 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 

集会場、公会堂 

展示場 

卸売市場 ― ― 

百貨店、マーケットその他物品販

売業を営む店舗 階数３以上及び 2,000 ㎡以上 階数３以上及び 5,000 ㎡以上 

ホテル、旅館 

賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄

宿舎、下宿 ― ― 

事務所 

老人ホーム、老人短期入所施設、

身体障害者福祉ホームその他こ

れらに類するもの 
階数２以上及び 1,000 ㎡以上 階数２以上及び 2,000 ㎡以上 階数２以上及び 5,000 ㎡以上 

老人福祉センター、児童厚生施

設、身体障害者福祉センターその

他これらに類するもの 

幼稚園、保育所 階数２以上及び 500 ㎡以上 階数２以上及び 750 ㎡以上 階数２以上及び 1,500 ㎡以上 

博物館、美術館、図書館 

階数３以上及び 1,000 ㎡以上 

階数３以上及び 2,000 ㎡以上 階数３以上及び 5,000 ㎡以上 

遊技場 

公衆浴場 

飲食場、キャバレー、料理店、ナイ

トクラブ、ダンスホールその他これ

らに類するもの 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行そ

の他これらに類するサービス業を

営む店舗 

工場（危険物の貯蔵所又は処理

場の 用途に供する 建築物を除

く。） 

― ― 

車両の停車場又は船舶若しくは

航空機の発着場を構成する建築

物で旅客の乗降又は待合室の用

に供するもの 

階数３以上及び 2,000 ㎡以上 階数３以上及び 5,000 ㎡以上 
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自動車車庫その他の自動車又は

自動車の停留又は駐車のための

施設 

保健所、税務署その他これに類す

る公益上必要な建築物 

危険物の貯蔵場又は処理場の用

途に供する建築物 

政令で定める数量以上の危険

物を貯蔵又は処理するすべて

の建築物 

500 ㎡以上 

階数１以上かつ 5,000 ㎡以上

（敷地境界線から一定距離以

内に存する建築物に限る） 

避難路沿道建築物 

耐震改修促進計画で指定す

る重要な避難路の沿道建築物

であって、前面道路幅員の

1/2 超の高さの建築物（道路

幅員が 12ｍ以下の場合は６ｍ

超） 

左に同じ 

耐震改修促進計画で指定する

重要な避難路の沿道建築物で

あって、前面道路幅員の 1/2

超の高さの建築物（道路幅員

が 12ｍ以下の場合は６ｍ超） 

防災拠点である建築物 ― ― 

耐震改修促進計画で指定する

大規模な地震が発生した場合

においてその利用を確保する

ことが公益上必要な、病院、官

公署、災害応急対策に必要な

施設等の建築物 

  


